
 

 

社会福祉法人あゆみ園役員等の報酬規程の特例に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人あゆみ園役員等の報酬規程（以下「規程」と

いう。）の特例に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（算定方法及び支給額） 

第２条 法人の経営状況が改善するまでの間、規程第２条第２項の規定にかか

わらず、報酬の額を次の通りとする。 

  理事長                     月額１０，０００円  

理事・監事・評議員  理事会、評議員会又は監事監査への出席報酬  

評議員選任・解任委員会への立会出席報酬  

 １日５,０００円 

評議員選任・解任委員 評議員選任・解任委員会への出席報酬 

        １日５,０００円 

第三者委員 会議等への出席報酬            １日５,０００円 

その他法人運営に関する会議等への出席報酬      １日５,０００円 

 

（委任） 

第３条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。 

 

   附 則 

１ この規程は、令和４年７月１日から施行する。 


